
 

 

令和６年１１月定例教育委員会議事録 

 

1．日 時：令和６年１１月２７日（水）１３時３０分～１４時５５分 

2．場 所：離島開発総合センター 中央会議室 

出席委員：委 員  中 村 好 秀      委 員 升 水 裕 司 

委 員  浦 い せ 子      委 員 横 山 明 美 

教育長  中 村 慶 幸 

事務局  教育次長 牧 尾 豊 

教育生涯学習班長  山 元 忍 

図書館係長     津 田 朋 子（欠席） 

文化財係長     平 田 賢 明 

教育総務係長    坂 井 翔 

 

３. 附議案件           

   （１）前回議事録承認の件 
                   
   （２）教育長報告 
                                      
   （３）報告事項（１０／２３～１１／１７まで） 

     １）各種委員会、協議会等について 

       報告第３４号 第３回小値賀町ふるさと留学協議会（１０／２３） 

       報告第３５号 第２回放課後子ども教室運営委員会（１１／５）  

       報告第３６号 小中高一貫教育地区推進部会代表者会（１１／１３） 
                   
     ２）その他  

     ① 小中高合同持久走大会（１０／２３） 

     ② 小中高一貫先進地視察 安心院（１０／２３～２５） 

     ③ 小学６年生修学旅行（１０／２８～３０） 

     ④ ふるさと留学プロジェクト会議（１０／２８） 

     ⑤ 中学校学習発表会（１０／３１） 

     ⑥ ながさきファミリープログラム（１１／１） 

     ⑦ 古本市（１１／２） 

     ⑧ 少年の主張発表大会（１１／９） 

     ⑨ 町民文化祭（１１／９～１０） 

     ⑩ 青少年劇場（１１／１２） 

     ⑪ 長崎短期大学との調印式（１１/１２） 

     ⑫ ボードゲーム図書館（１１／１３～１４） 

     ⑬ 世界遺産事業クリーンウォーク（野崎島）（１１／１６） 

     ⑭ 少年少女スポーツ大会（１１／１７） 
       
   （５）協議事項 

     １）令和５年度事業点検・評価に係る外部評価について 

   ２）冬季休業中の学校閉庁日の設定について 
                   



   （５）その他            

   ①１２月行事予定について 

   ②その他  
       
   次回定例教育委員会の日程    １２月  日（ ）１３時３０分～ 
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それでは定刻となりましたので、ただ今から１１月定例教育委員会を始めた

いと思います。よろしくお願いします。それでは教育長、よろしくお願いします。 

 

はい。皆様、出席ありがとうございます。 

 

「附議案件」（1）前回議事録承認の件 

 

早速附議案件に入っていきたいと思いますけれども、まず（１）前回議事録承

認の件です。前回の議事録で何かありますでしょうか。なかったですかね。 

 

はい。 

 

はい、ありがとうございます。 

 

「附議案件」（2）教育長報告 

 

続きまして、教育長報告ですけれども、この中で何かありますでしょうか。 

特になかったですかね。 

 

はい。 

 

はい、ありがとうございます。 

しばらく休憩します。 

 

再開します。 

 

「附議案件」（3）報告事項 

1）各種委員会、協議会等について 

 

続きまして、報告事項の１）各種委員会、協議会等について、報告第３４号 第

３回小値賀町ふるさと留学協議会、１０月２３日ですけれども、この中で何かあ

りますでしょうか。５ページに渡ってますけど、何かありますでしょうか。 

 

よろしいですか。 

 

はい、お願いします。 

 

１つ教えてください。今度、ちかまる寮の入寮者は女性というか、女子に限る

っていう認識でよかとですよね。 

 

募集は男女区別することができませんので、男子の応募があった場合には、し

ま親が対象、入寮型は女子生徒になります。 

 

セミナーハウスのこともちょっと書かれとったんですけど、それじゃなくて、
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もう男子の応募があった場合は、セミナーハウスじゃなくて、しま親型っちゅう

ことですね。 

 

はい、そうです。 

 

はい、分かりました。 

セミナーハウスも考えますっちゅう感じやったと思うんですけど、私の勘違

いということですかね。 

 

はい、事務局お願いします。 

 

はい、事務局です。 

升水委員さんが言われているのは、今後の方向性に基づいてという議論の中

で、男子寮について、セミナーハウスの利活用を検討していくということで、そ

の協議になっておりました。 

 

ほかございませんでしょうか。よろしかったですかね。 

 

はい。 

 

はい。では、続きまして報告第３５号 第２回放課後子ども教室運営委員会、

１１月５日です。この中で何かございますでしょうか。 

 

ありません 

 

はい、ありがとうございます。 

続きまして、報告第３６号 小中高一貫教育地区推進部会代表者会、１１月１

３日です。何かありましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

はい、ありがとうございます。 

 

2）その他 

 

続きまして、２）その他の報告です。今回１４項目ありますけど、この中であ

りましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

はい、お願いします。 

 

この１４個の中じゃないんですけど、小学校４年生が佐世保に行った件も報

告に入っていた方がいいのかなと思います。 



 

事 務 局 

(坂井係長) 

 

教 育 長 

 

事 務 局 

(坂井係長) 

 

 

 

 

 

 

中 村 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

升 水 委 員 

 

中 村 委 員 

 

升 水 委 員 

 

 

横 山 委 員 

 

中 村 委 員 

 

 

 

事 務 局 

(牧尾次長) 

 

すいません、事務局です。 

 

 

はい、どうぞ。 

 

今回、ちょっと１１月１４日に小学４年生が佐世保市の広域圏事業において、

少年科学館、佐世保市の方を訪れて課外授業を行っております。 

で、今回、このその他に載せていなかったので、次回載せさせていただこうか

と思いますが、先生に確認したところ、今年度から始まった事業ですけれども、

すごくよかったということで、次年度もできたら今の３年生たちにも体験して

ほしいということで、意見をいただいておりますので、次年度も事業化しようか

なと考えております。事務局からは以上です。 

 

それで、そこでいいですか。親だったので感想を。 

最初は高速船で行って高速船で帰るっていう日程だったんですけども、ちょ

っと高速船がちょっと心配、親がちょっとっていうので、行きはフェリーになっ

ったんですね。そしたら、少し体験が少なくなってしまったんですけど、帰りは

高速船で、もう秋とは信じられないぐらいのベタ凪でよかったと思ったんです

けど、それでも複数名嘔吐、戻してしまったりっていうのがあったそうで、でも

先生の時間の都合上、どうしても難しいのかなとは思うんですけども、思ったの

は、その、保護者が帰りの佐世保のターミナルで解散。 

で、先生は高速船で帰ってもらって、保護者が一緒に付いて回ったら駄目だと

思うんですけど、佐世保に待機してた保護者がフェリーで連れて帰るっていう

のも方法としてあるのかな、まぁ部活の遠征みたいな感じですね。 

なんか、働き方改革上どうしてもね、高速船で戻らないといけないのかもしれ

ない。なんかそういうところは、来年以降、変更が少しできるところもあるのか

なと思いました。もうなんかね、嘔吐の処理とかも大変そうなんで、先生が。 

 

今回、小学校４年生の父兄の方は、誰か行っとったんですかね。 

 

行ってないです。 

 

行ってないっていうことは、もし、そういうふうな方向性になったら、誰かが

行かんばいかんっていうことになるとですよね、親がですね。 

 

ちょっと話が見えないんですけども、どういう内容の授業だったんですか。 

 

また来月あるんですけども、プラネタリウムを見て、あと、水族館に行くと。

簡単に言うと、そういうことです。 

 

 

そしたら、事務局からすいません。 

今回の１１月１４日の小学校４年生が佐世保市に行かれた件につきまして
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は、あの、佐世保広域圏といいますか、西九州広域圏という広域圏形成を小値賀

町も佐世保市の市町も、佐賀は有田町とか入ってから形成をしています。 

そのいろんな事業をやってる中で、教育部門としては、今回、小学４年生が佐

世保市に招待されたんですけども、子供たちの育成ということで、佐世保市の生

徒達とか、小値賀としては小学４年生を対象に科学館に招待してから、勉強して

もらおうというふうな企画のもとに今年度行われたものです。 

内容としては、プラネタリウムの観察とかを通して見識を広めてもらったり

とか、パールシーリゾートに行って、水族館の中で海の生物を見て、いろんなも

のを感じてもらおうというふうな内容になっておりました。 

子供たちにとっては、いろんなことを見たりですね、聞いたりしてから感じる

ものが多かったというふうに聞いております。 

担当から話があったとおり、広域圏の事業ではありますけど、来年度も事業化

に向けて、広域圏の中でもですね、事業化されるように、うちの方からも要望し

ていきたいというふうに考えております。事務局からは以上です。 

 

はい。しばらく休憩します。 

 

再開します。ほかございますでしょうか。 

 

１つだけ、ちょっと。 

 

はい、お願いします。 

 

少年の主張発表大会の時にですね、以前は高校生の３年生の参加がなかった

んですね。だけど、今年度は高校３年生だけで３名だったんですね。 

１、２年生は出てきてなかったんだけど、そこら辺は何かやっぱりあるんです

か。前は、３年生はダメ、出ないってことが多かったんですよね。 

もう受験とか就職も忙しい時期なのでっていうことで。 

でも、今年度は３年生が３名とも出てましたんで、そこら辺は、学校の方から

何かあったんですか。それとも、全校生徒で、もう書かせてみて、この子を出そ

うとか、で、たまたま３年生になったのか。 

そこはなんですかね、今までとちょっと違ってたので、あれって思ったんです

ね。 

 

すいません、事務局です。 

高校生３年生が今回３名になったことにつきましては、こちらから特に指定

をしているわけではございません。昨年度も高校生３名だったんですけれども、

高校の方には、いついつまでにということで期日だけを指定して、原稿提出をお

願いしてたんですけども、高校の中でどのような協議がなされているのか、１年

生から３年生まで含めて選出をされているのか、それとも何かご事情があって

３年生になってるのかっていうのを、ちょっと確認はしてないんですけれども、

それについては、少し、ちょっと後で確認をさせていただいて、もし何かの理由

で３年生に絞ってらっしゃるとかですね、そういったことがありましたら、また

ご共有させていただければと思います。 
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はい。お願いします。ほかはございますでしょうか。 

 

すいません、今どこだったですかね。どこを協議してるんですかね。 

 

その他のところです。 

 

その他のところですよね。ちょっとこれ質問なんですけども、青少年劇場のと

ころなんですけれども、１番下の最後の行で、児童劇の採択はないとのことって

いうのは、今年度に限ってっていうことなんですかね。 

 

はい、すいません、事務局です。 

下の児童劇の採択はないといいますのは、来年度につきましてで、児童劇、い

くつかのメニューがある中で、来年度については、ここに書いております古典芸

能もしくは音楽のどちらかで実施をしますということで、児童劇のメニューに

ついては、来年度はありませんということですので、８年度以降は、またどうな

るかちょっと分かりませんけど、来年度のみの話であると思います。 

 

分かりました。 

 

ほかにありますでしょうか。 

 

ありません。 

 

はい、ありがとうございます。 

 

「附議案件」（４）協議事項 

 

続きまして、協議事項です。まず１）の令和５年度事業点検・評価に係る外部

評価について、事務局からお願いします。 

 

はい。事務局です。 

協議事項１、令和５年度事業点検・評価に係る外部評価についてということ

で、前回もご協議いただいた件になりますけども、今回は資料の方に緑の文字で

追記したものがあります。その分の、追記した内容を踏まえてですね、また内容

を確認、ご協議をいただきたいというものになっております。 

ちょっと資料がたくさん、ページ数がたくさんありますので、主だった点を簡

単にご紹介を、説明をさせてもらいます。 

資料１２ページをお願いします。委員会関係についてですけども、こちらにつ

いては、事務局、１番上の方の四角の表の中ですね、情報共有の徹底と、その課

題について、事務局全体で協力して取り組んでいきますというふうな文言が追

加であったりとか、（１）の全体に係る委員会の意見の回答としまして、緑の文

字を追加させてもらってますけど、情報共有の徹底とか、細かな説明という、活

発な協議に努めてまいりますというふうな、文言等の追加をさせていただいて



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おります。１２ページ、１３ページも同様な内容で、前回ご指摘いただいた内容

の追加になっております。通学路の危険箇所についてですね、もっと明確に表

示、記載した方がいいということで、議会の町長の答弁の内容とか、学校での危

険箇所の周知の方法について、１３ページで追記をさせていただいております。 

続きまして、１５ページですね、１５ページについても、ふるさと留学協議会

の取り組みなんですけども、ここでプロジェクト会議の方で進めて、今年度進め

ておりますので、その内容について追記したらどうかというふうなご意見をい

ただいておりましたので、その内容等を１５ページの方に追記を、緑の文字で追

記をさせていただいております。１６ページですね、１６ページの１番下の学校

給食のところになりますけども、ここにつきましては、学校の運営協議会の方で

ですね、協議をしてから、作業ごとに雇用する方をですね、雇って、働きやすい

体制を今年度作っております。人材確保に努めた結果、今のところ、現在のとこ

ろ、弁当の日を設けることなく給食が提供できておりますというふうな状況も

含めて、追記させてもらって説明にしております。 

ほか、１７ページ、１８ページも同様なところで、ご指摘いただいた部分を詳

しくというか、追記をさせている内容になっております。 

１８ページのふるさと留学については、先ほどと同じ内容になるんですけど

も、高校魅力化の取り組みについてですね、文言の方を地域と一体となって取り

組んでおりますというふうな内容を今回、追記させてもらっております。 

そのほか、２５ページの方ですね、社会教育の方になりますけども、ここにつ

いては、コロナ禍の中、受けてからの町民レクの内容についてのご質問があった

ところになりますけども、ご指摘のとおりですね、積み重ねた歴史と伝統、過去

のプログラムを確認しながら、プログラム検討を行ってまいりたいというふう

に、表現をちょっと修正、追記をさせてもらっております。 

３０ページ以降が総論の方になっております。３０ページからの総論につい

ても、緑の文字で前回のご指摘いただいた点等を踏まえてから、少し文言の方、

追記、修正をさせていただいているところです。 

３０ページについては、住民協働体制を進めるということで、町民が主体とな

った活動をですね、活発化していくということをですね、教育委員会としても積

極的に支援していきたいという、文言の追記であったりとか、ふるさと留学のプ

ロジェクトチーム協議内容を追記さしていただいているところです。 

３１ページ、３２ページについても、同様の緑のところを追記さしてもらって

ますけど、評価につきましてはですね、項目の抜け落ちがないのかというふうな

ご指摘もありましたので、その点については、項目はまとめさせていただいてま

すけど、そういった、来年に向けて進めてまいりたいというふうなところと、評

価については、担当者のコメントを掲示するように、改めて、ここで述べさせて

いただいております。最後、３３ページ目ですね、最後の方になりますけども、

ここで、不登校の部分にちょっとなるとこがあるんですけども、ここについても

ですね、現状の小値賀の取り組みについてですね、書かせていただいておりま

す。公的な支援というのが、なかなか難しい中ですね、学びの支援としては、ち

ょっと後段の方になりますけど、よりみち塾の活動ですね、中でのアイデアも出

てきているというところもありますし、教育委員会としては、公的、あの、公民

館ですね、公的施設の利用のほか、必要なコピーであったりとかっていうふうな

支援を引き続き継続させていただきますし、要望事項が今のところありません
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けども、引き続き対応していきたいというふうな内容を書かせていただいてお

ります。ちょっと早口になってしまいましたけど、緑の文字の修正を踏まえてで

すね、事業点検・評価の回答としたいというふうに考えております。 

併せて、もう１つの資料、３枚ですかね、外部評価委員さんからの質問という

内容についても、どういうふうな内容、先ほど説明した不登校の部分も含めてで

すね、どういうような内容、重複するところがありますけども、そちらについて

も回答をしたい、いきたいというふうに思っております。 

ご確認をよろしくお願いします。事務局からの説明は以上になります。 

よろしくお願いします。 

 

はい、ありがとうございました。 

前回、委員さん方にご協議いただいたことも踏まえて修正を図っております。

ボリュームがあるので大変だとは思いますけど、中身を確認していただいて、 

もし何かあれば、ご意見いただければと思いますけど。お願いします。 

 

この内容についてではないんですけども、あの、こども園が使っていた若者交

流センターについてなんですけれども、早速もう使用者が出ている、入ってい

る、どこで見たのかな、あったんですけども、使った後の、元々カーテンとかは、

ちょっとボロボロだったんですけども、あのカーテンとか畳とか、使用後のその

後はどうなのかな、その、使えるのかなって、ちょっと気になったもんですから、

そこら辺はどうなんでしょうかね。 

 

はい、すいません事務局です。 

若者交流センターのところにつきましては、１０月末にですね、こども園の改

修工事が終わったということで、１１月の頭の方に、こども園の方の引っ越し作

業も終了いたしまして、若者交流センターとしての再開を始めているところで

す。今１件の予約が入ってますのは、１２月の７、８の方で入ってるんですけれ

ども、今、ご質問がありました施設のカーテンですとか畳の方につきましては、

ご指摘のとおり、もうだいぶ傷んでおります。 

特に畳なんかっていうのが擦り切れている状態なっておりますので、今後、ち

ょっと更新をかけていかないといけないなというふうには思っております。 

ただ、公共施設全体のですね、ストックマネジメントの中で、今からのセンタ

ーの改修もそうですし、総合体育館の改修もそうなんですけども、お金がかかる

事業が目白押しになっておる中で、その、換えることがですね、いつの時点で換

えることができるのかっていうところも考えておりますけども、併せて、若者交

流センターも実は少し雨漏りがしているところがございます。 

天井のコロニアルの屋根がですね、一部剝げているところがありまして、もう

そこがルーフィングが見えてるところがありまして、そこからの雨漏りがして

るところもあります。そのおかげで、天井が少し下がってる部分とかっていうの

もいくつか見受けられる部分があるんですけども、その屋根の改修も含めてで

すね、下の附帯施設の方の改修についても、来年度以降、少しちょっと考えてい

きたいなというところで、今、来年度に実施設計の予算を上げさせていただきた

いなということで、今事務局の方で準備をしているところです。 

すいません、回答としては以上になります。 



 

横 山 委 員 

 

教 育 長 

 

 

教 育 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

(牧尾次長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

(牧尾次長) 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

はい、ありがとうございます。 

 

この評価に対する回答について、何かあればご意見いただきたいと思います。 

大丈夫ですかね。 

 

ありません。大丈夫です。 

 

ありがとうございます。委員さんから評価いただいて、お返しするのに時間を

要しましたけど、それでお返ししたいと思います。 

 しばらく休憩します。 

 

再開します。 

続きまして、２）冬季休業中の学校閉庁日の設定について、事務局お願いしま

す。 

 

はい、事務局です。協議事項２）冬季休業中の学校閉庁日（大島分校）の設定

についての案です。昨年度も同様な内容を協議していただきました。 

今年度もですね、学校の方から要望が上がってきております。 

１２月２５日（水）から１月７日（火）の実質５日間になるんですけども、こ

の日程で学校閉庁日を設けていただきたいというふうな要望になっておりま

す。趣旨については、書いているとおり、休暇取得促進と健康増進、冬季のエネ

ルギー対策ということを目的としてやるものでございます。 

下の方に参考としまして、他の市町の状況を載せております。 

新上五島町を始めとして、各町の取り組み状況を掲載をさしております。 

一番最後は、昨年度の閉庁期間日程を参考に記載させていただいております。 

内容については以上になります。よろしくお願いします。 

 

はい。ありがとうございます。大島分校だけということで、１月７日がですね、

冬休みの最終日なんですね。それで、最終日まで設定して３学期の準備にです

ね、問題がないかっていうのは確認をさせていただきました。 

その結果、要望のとおり協議に上げております。 

よろしくお願いします。ご意見ございませんでしょうか。 

ないようでしたら、この内容で学校に伝えたいと思いますけど、周知は学校が

しますね、保護者への周知ですね。 

 

はい。 

 

 

それでよろしくお願いします。 

しばらく休憩します。 

 

「附議案件」（6）その他 
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再開します。それでは、その他ですけれども、事務局からお願いします。 

 

はい、事務局です。その他につきましては、１件報告がありますので、次のペ

ージの写真の資料を。旧小西邸です。 

詳細については、担当の方から説明させますので、よろしくお願いします。 

 

はい。事務局です。担当の方から説明させていただきます。 

旧小西家住宅に関しましては、ご存知のとおり、小西宗十さん宅を町が譲り受

けたもので、令和４年度に実施設計を完了し、令和８年度にですね、修理工事に

入る予定にしております。１１月の１日に、お昼頃ですね、朝方から降った雨が

降っていた状況なんですけど、１３時頃に隣の東側の教員住宅の先生から、小西

家住宅の石垣が崩れたという連絡が役場に入りました。 

現地確認の結果、石垣が高さ２.３ｍ、幅４ｍ、その上に乗っているレンガ塀

が高さ０．８ｍから幅４ｍの部分が崩落しておりまして、急ぎですね、教育長始

め班長、坂井係長とか、対応に当たっていただいております。 

当日、その当日中にですね、友建設の方で、石垣に足場板をですね、ロの字状

に木枠として当てまして、鋼管で斜めに突っ張る応急措置を講じております。 

それが写真の２枚目の方になります。その後なんですけれど、重要文化的景観

の中の資産になってきますので、文化庁の方に１１月６日付で毀損届というも

のを提出しております。その後、１１月１３日に建設業組合３社と総務課、建設

課、教育委員会の現地協議を実施しておりまして、一時的な応急措置は今現在講

じている状況なんですけれど、二次的な応急措置方法について協議をしており

ます。その結果、１つに崩落した石垣は、旧小西住宅の敷地内にて仮保管を行う、

２つ目として、石垣の前面に並走するように大型の屯袋、黒色の屯袋ですね、並

べて、４段まで積み上げて石垣の崩落を防ぐ、３つ目に小西家住宅の敷地内の方

の樹木のうち、石垣に隣接して生育してるものに関しては伐採をするというこ

とで、この３点で、二次応急措置とすることで合意をしております。 

現在、建設業組合に対して見積書の提出を依頼しているところでして、３社中

２社が提出されているという状況です。 

また、原因を説明し忘れてたんですけれど、現状ですね、崩落の原因としまし

ては、石垣の外壁に繁茂したイタビカズラがですね、石垣の中に根を張っており

ますので、それが１つ原因として考えられて、かつ、そこに雨が降って石垣が濡

れた状態のところに、強風が吹いて石垣の天場付近に生えている樹木を揺さぶ

って、その根っこがですね、石垣を押したというふうに考えております。 

報告は以上になります。 

 

はい。ありがとうございます。そういうことで、前回のですね、定例教育委員

会のすぐ後に発生していて、委員さんに情報共有できてなかったんじゃないか

なということで、報告させていただきました。 

今後に関しては、また、文化庁、今回１２月２日に文化的景観保護推進審議会

もございますし、文化庁の調査官も来られるんですかね。 

 

オンラインです。 
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オンラインですね。というところですので、その辺も含めてですね、また協議、

相談をさせていただく、対応につきましてですね、させていただきたいと思いま

す。何かありますか。大丈夫ですか。はい。一応これで、今日の附議案件は終わ

りですよね。 

 

はい。 

 

 

はい。ということで、以上で１１月の定例教育委員会を閉じさせていただきま

す。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

 

 

 １４時５５分閉会 

 

 

教 育 長              
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